
 

 

 

 

 

 

 

夏の時季に活躍するエアコンや扇風機ですが、使用頻度の増加に伴い火災事故が多く発

生しています。エアコン及び扇風機の事故は 2018 年から 2022 年の５年間に全国で合

計 409 件あり、その半数以上の 226 件が６月から９月にかけて発生しています。さらに、

事故のほとんどが火災事故になっており注意が必要です。 

まだまだ残暑が続きますので、エアコン及び扇風機の使用について気を付けるポイント

をお知らせします。 

 

①エアコンの気を付けるポイント 

 ●不具合（水漏れ・異音や異臭がする・エラー表示が出る・意図せず停止する）がない

か点検する。 

 ●取付け・取外し・内部洗浄といった工事や作業は、専門の知識や資格を有する業者に

依頼する。 

②扇風機の気を付けるポイント 

 ●不具合（動きが悪い・異音や異臭がする・モーター部分が異常に熱い）がないか点検

する。 

 ●使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く。 

③エアコン・扇風機共通の気を付けるポイント 

 ●点検の結果、少しでも異常がある場合には使用を中止し、専門の知識や資格を有する

業者に点検を依頼する。 

 ●使用している製品がリコール対象ではないか確認し、該当製品の場合は使用を中止し、

事業者に連絡する。 

 

  

熱中症対策として大変有効な製品ですが、夏の時季は急激に使用頻度が増加するため、 

製品にとっても過酷な季節です。これまで正常に使えていたとしても、酷使や経年劣化に 

より事故のリスクが高まります。火災事故に遭わないために、ポイントをしっかりと確認 

し、快適な夏を過ごしましょう！ 
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 近年、ごみ収集車でリチウムイオンバッテリー搭載製品やカセットボンベなどが発火する

事故が全国的に発生しています。原因は、ごみ袋の中に混入した携帯電話、充電式電池、ラ

イターやスプレー缶が収集車内で押しつぶされた際に発火したものと思われます。事故防止

のために、注意事項をお知らせします。 

 

～事故防止のために～ 

●リチウムイオンバッテリーが搭載されている製品は、取扱説明書等の指示に従って廃棄

してください。 

●カセットボンベやスプレー缶は、必ず中身を全部使いきってください。 

 

下の QR コードは、NITE（製品評価技術基盤機構）による動画（YouTube）です。内容

は、ごみ収集車でモバイルバッテリーを回収した際に発生する発火・破裂事故の実験です。 

 

 

 

 

 

 

 

天ぷら油火災の多くは、天ぷらや揚げ物をしているときに来客や電話等でその場を離れた

ときなど、ちょっとした油断が原因で多く発生しています。天ぷら油は約 360 度以上にな

れば、火種がなくても発火して燃焼を始めます。家庭で使用する油量程度の天ぷら油を家庭

用ガスこんろで加熱すると、約 5 分で揚げ物に適した温度（約 180 度）に達し、そのまま

放置すると約 10 分で白煙が立ち始め、約 20 分ほどで発火します。極端に油量が少ない場

合は、発火までの時間が短くなるため注意が必要です。 

また、一度使用するなど、揚げかすがある場合には、それが火種となって 200 度近くで

発火することがあるので、こちらも注意が必要です。 

 

～もし火災になってしまったら～ 

●タオル等をかぶせて窒息消火する 

濡れたバスタオル、シーツ等をかるく絞ってから鍋全体に隙間なくかぶせ、 

酸素を遮断して窒息消火しましょう。 

●粉末消火器で消火する 

粉末消火剤を、油に放射しましょう。消火した後、消火剤の放射を止めると再着火する

恐れがあるので、充填されている全量の消火剤を放射しましょう。 

●消火後にガスの元栓を閉める 

消火後は、ガスの元栓を忘れずに閉めてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅用火災警報器とは 

住宅火災で死に至る原因は、就寝時間帯に集中して死因の７割近くが逃げ遅れにより多く

の人が亡くなっています。 

住宅用火災警報器は、火災により発生した煙（熱）を感知し、音声等の警報により知らせ

るものであり、いち早く火災を発見することで、あなた自身はもちろんのこと、大切な家族

の尊い命を守るための機器になります。そのため、全ての寝室に設置が義務付けられており、

さらに２階以上に寝室がある場合は階段にも設置が義務付けられています。 

 また、住宅の１箇所で火災を検知したときに、他の設置している全ての部屋も同時に鳴り、

より早く家族が気が付く連動型住宅用火災警報器もあります。 

 

点検方法は 

点検方法は正常な住宅用火災警報器のボタンを押したり、紐を

引っ張ると「ピーピーピー、火事です。」などの音が鳴ります。

音が鳴らない場合は電池切れや故障が考えられます。取扱説明書

を確認し、電池切れや故障の場合は速やかに交換しましょう。 
 

交換はいつ？ 

連動型住宅用火災警報器 

住宅用火災警報器設置場所 



住宅用火災警報器の寿命の目安が 10 年になっており、半年ご

との点検で鳴ることは確認できても、火災を検知するセンサーが

故障している可能性があります。10 年経過している住宅用火災

警報器は交換しましょう。 
 

住宅用火災警報器の奏功事例 
 住宅用火災警報器のおかげで避難に成功したものと初期消火に成功し被害が小さく済んだ

事例をご紹介します。今回紹介するものはごく一部であり、他にも多数の奏功事例がありあ

ります。 

・午前３時頃、２階寝室で就寝していた居住者が自室に設置した住宅用火災警報器の警報音

に気が付き、目を覚ますと部屋中に煙が充満していた。1 階のカーテンが燃えていたが、

身の安全を確保するため初期消火は行わず避難した。 

・午前 11 時頃、卓上に置いてあったコンセントタップより出火し、隣室にいた家人が住宅

用火災警報器が鳴動していることに気付き、当該コンセントタップに濡れ布巾４枚を被せ

初期消火し、住宅に燃え移るのを防止できた。 

 

消防署では販売していません 

消防署では住宅用火災警報器を設置しているかの調査は行い

ますが、販売することはありません。ホームセンターや電器店で

販売していますので、ご自身でご購入してください。 

もし、消防に似た服を着て「交換に○万円です。」などと案内

された場合は悪質訪問販売です。不審な場合は消防署にご連絡く

ださい。 

 

 

 

 

 

電話で中標津の火災や救助が発生しているかを確認できるテレホンサービスの 

災害案内（0153-72-1144）が 2024 年１月に終了します。 
災害状況をご確認の際は中標津消防署ホームページ内の「火災・救助情報」をご利用お願い

します。 

 

 
 
 
 
電話で中標津の火災や救助が発生しているかを確認できるテレホンサービスの 

災害案内（0153-72-1144）が 2023 年 12 月 31 日を以って終了します。 
災害状況をご確認の際は中標津消防署ホームページ内の「火災・救助情報」をご利用お

願いします。 


